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飼料添加物「硫酸コリスチン」について、
平成３０年７月１日から使用できなくなり
ます。 

・平成３０年６月３０日までは給与できます。 
 （ただし、食用出荷前７日間は不可） 
・在庫がある場合は、平成３０年６月３０日までに使い切るよう 
 計画的に給与してください。 

対象動物 使用時期 

鶏（ブロイラーを除く） 幼雛用、中雛用 

ブロイラー 前期用、後期用 

豚 ほ乳期用、子豚期用 

牛 ほ乳期用 

◇ 硫酸コリスチンが含まれている可能性があるのは・・・ 

該当時期の配合飼料等を使用している場合は表示を見て 
硫酸コリスチンが含まれていないか確認してください。 

◇ 飼料に硫酸コリスチンが含まれている場合は・・・ 

人の健康に 
悪影響を 

及ぼすおそれが 
あるため 


